
所
得
税
・
住
民
税
の

申
告
相
談
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

◆
期
間
　
2
月
12
日
金
　
か
ら
　
3
月
15
日
火

◆
会
場
　
国
見
町
役
場
　
2
階
　
大
会
議
室

　
国
見
町
で
は
、
2
月
12
日
か

ら
3
月
15
日
ま
で
の
間
、
所
得

税
・
町
県
民
税
の
申
告
相
談
を

行
い
ま
す
。

　
こ
の
申
告
は
、
昨
年
1
月
か

ら
12
月
ま
で
の
所
得
を
申
告
し

て
い
た
だ
く
も
の
で
、
平
成
28

年
度
の
町
県
民
税
や
国
民
健
康

保
険
税
な
ど
の
課
税
の
基
礎
と

な
り
ま
す
。

　
申
告
相
談
に
は
「
確
定
申
告

書
（
封
筒
）」
ま
た
は
、
町
か

ら
送
付
さ
れ
た
「
所
得
申
告
相

談
に
つ
い
て
（
案
内
は
が
き
）」

な
ど
の
必
要
書
類
を
持
参
し
、

期
限
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

申
告
が
必
要
な
方

　

税
務
署
か
ら
の
「
確
定
申
告

書
案
内
（
封
筒
・
は
が
き
）」

お
よ
び
町
か
ら
の
「
案
内
は
が

き
」
が
届
い
て
い
な
い
場
合
で

も
、
次
に
該
当
す
る
方
は
申
告

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
「
農
業
、
営
業
な
ど
の
事
業

を
営
ん
で
い
る
」「
地
代
、家
賃
、

配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
る
」

②
「
給
与
の
年
収
額
が
２
千
万

円
を
超
え
る
」「
給
与
の
他
に

所
得
が
あ
る
」「
2
ケ
所
以
上

か
ら
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
」

「
年
末
調
整
が
で
き
な
か
っ
た
」

③
「
公
共
事
業
の
た
め
に
土
地

や
建
物
を
譲
渡
し
た
こ
と
に
よ

り
、
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
」

場
合
な
ど

申
告
相
談
に

　
持
参
す
る
も
の

『
収
入
を
証
明
す
る
も
の
・
必

要
経
費
の
わ
か
る
も
の
』

①
事
業
主
の
方
↓
収
支
内
訳
書

・
農
業
を
さ
れ
て
い
る
方
…
平

成
27
年
中
の
農
作
物
等
に
か
か

る
売
上
帳
（
農
産
物
受
払
帳
）、

経
費
帳
等
の
諸
帳
簿
。
諸
帳
簿

の
根
拠
書
類
等
。

・
営
業
を
さ
れ
て
い
る
方
…
平

成
27
年
中
の
売
上
帳
、仕
入
帳
、

経
費
帳
等
の
諸
帳
簿
。
諸
帳
簿

の
根
拠
書
類

※
平
成
26
年
1
月
か
ら
、
記

帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の
対

象
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。
事
業

所
得
、
不
動
産
所
得
、
山
林
所

得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
す

べ
て
の
方
に
つ
い
て
対
象
と
な

り
ま
す
。

②
事
業
者
で
東
京
電
力
か
ら
補

償
金
を
受
け
取
っ
た
方
…
補
償

通
知
書
等
、
補
償
内
容
が
わ
か

る
も
の

③
土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
売
買
契
約

書
ま
た
は
買
取
証
明
書
等

④
給
与
や
パ
ー
ト
等
お
よ
び
年

金
受
給
者
の
方
は
、
源
泉
徴
収

票
ま
た
は
支
払
証
明
書
等

『
所
得
か
ら
控
除
す
る
た
め
の

証
明
書
な
ど
』

①
生
命
保
険
料
や
個
人
年
金
保

険
料
（
10
年
以
上
の
掛
け
金
）

の
控
除
証
明
書

②
地
震
保
険
料
等
の
支
払
証
明

書③
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証

明
書

④
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

（
支
払
っ
た
医
療
費
が
10
万
円

ま
た
は
所
得
の
5
％
を
超
え
た

場
合
）
は
そ
の
領
収
書
お
よ
び

介
護
保
険
制
度
に
基
づ
く
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
た
方
は
そ
の

利
用
料
等
の
領
収
書

⑤
雑
損
控
除
を
受
け
る
方
は
被

害
を
受
け
た
資
産
の
取
得
価

格
・
取
得
時
期
の
わ
か
る
も

の
、
被
害
を
受
け
た
資
産
の
修

繕
費
・
取
壊
し
費
用
な
ど
の
わ

か
る
も
の
、
被
害
を
受
け
た
資

産
に
つ
い
て
受
け
取
る
保
険
金

額
の
わ
か
る
も
の

⑥
繰
越
控
除
を
受
け
る
方
は
平

成
26
年
分
の
確
定
申
告
書
等
、

繰
越
損
失
額
の
わ
か
る
も
の

⑦
そ
の
他
必
要
な
書
類

●申告相談日程●
受付日 町内会名 町内会名

（午前 9時から 11時 30 分） （午後 1時から 4時）
2月 12 日 金 小坂 太田川

15 日 月 前田・泉田上 泉田中・泉田下
16 日 火 板橋 板橋南
17 日 水 鳥取 内谷西・内谷東
18 日 木 貝　　田
19 日 金 大木戸 高城・山根
22 日 月 光明寺 大坂
23 日 火 鶉町・上野・滝山 源宗山（西・東・北）
24 日 水 山崎北・小林・山崎舘 山崎（小舘・宮舘・宮前）
25 日 木 山崎沢田 山崎耕谷
26 日 金 石母田（東・表・北） 石母田（原・西）
29 日 月 駅前・錦町 大町南

3月 1日 火 大町北・本町 宮町南・宮町北・藤田宮前
2日 水 藤田光陽・町東 宮東
3日 木 原町 中部
4日 金 並柳 築舘・北部
7日 月 川　　内
8日 火 森江野第 1 森江野第 2
9 日 水 森江野第 3 森江野第 4
10 日 木 徳江北 森江野第 7
11 日 金 森江野第 8 森江野第 9
14 日 月 森江野第 10・第 11 森江野第 12
15 日 火 予備日

             確定申告書作成会場は
　       ウィル福島（卸町）です。

〈注意〉福島税務署内には会場を開設し
　　　 ていません。
◆日時　2月 8日月から 3月 15 日火
　　　　午前 9時 30 分から午後 4時
　　　　月から金曜日（祝日を除く）
　　　　※ 2月 21 日及び 2月 28 日は
　　　　　日曜日も開設します。
◆場所　福島卸商団地　ウィル福島
　　　　（福島市鎌田字卸町 10-1）
◆問い合わせ　福島税務署　
                              ☎ 534-3121
　自動音声案内で「0」番を選択してく
ださい。

申
告
相
談
に

　
関
す
る
お
願
い

①
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
指
定

期
日
に
申
告
相
談
さ
れ
る
よ
う

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
当
日
都
合
の
悪
い
方
は
、

期
間
中
の
都
合
の
良
い
日
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

②
車
で
お
い
で
に
な
る
場
合
、

十
分
な
駐
車
場
を
確
保
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

③
税
務
署
（
会
場
「
ウ
ィ
ル
福

島
」
福
島
市
卸
町
）
で
申
告
さ

れ
る
方
や
税
務
署
か
ら
案
内
を

受
け
て
い
る
方
は
、
国
見
町
で

申
告
相
談
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ご
自
身
で
申
告
書
を
作

成
さ
れ
る
方
は
、
申
告
相
談
を

受
け
る
こ
と
な
く
、
郵
送
ま
た

は
持
参
に
よ
り
提
出
が
可
能
で

す
。

※
次
の
方
は
「
簡
易
申
告
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
無
収
入
の
方

・
収
入
が
遺
族
（
障
害
）
年
金
、

雇
用
保
険
（
失
業
給
付
金
）
に

限
る
方

　

申
告
相
談
は
不
要
で
す
。
申

告
会
場
ま
た
は
税
務
課
（
1
階

執
務
室
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す　

　　

給
与
や
年
金
所
得
の
還
付
申

告
等
の
場
合
、
簡
単
に
申
告
書

が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
不
明
な

点
は
、
専
任
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る

操
作
サ
ポ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。

待
ち
時
間
も
短
縮
さ
れ
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
日
中
多
忙
な
方
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
確
定

申
告
書
の
作
成
が
で
き
ま
す
。

（
申
告
書
は
、
郵
送
等
に
よ
り

税
務
署
へ
提
出
く
だ
さ
い
）

■
ｅ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
り

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
利
用

し
て
確
定
申
告
が
可
能
で
す
。

【
準
備
す
る
も
の
】

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
注

1
）
ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー
ド

（
注
2
）

・
電
子
証
明
書
（
注
1
）

・
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
（
注

3
）

（
注
1
）
有
効
期
限
ま
で
利
用

で
き
ま
す
。

（
注
2
）
平
成
28
年
1
月
以
降

に
交
付
さ
れ
た
場
合
は
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
代
わ
り
に

利
用
で
き
ま
す
。

（
注
3
）
電
器
店
で
お
求
め
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

福島税務署からのお知らせ
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